
総 

説

本
編
Ⅰ

本
編
の
位
置
づ
け

本
編
Ⅱ

飼
い
主
へ
の
普
及
啓
発

本
編
Ⅲ

自
治
体
等
が
行
う
人
と

ペ
ッ
ト
の
災
害
対
策

本
編
Ⅳ

災
害
時
の
ペ
ッ
ト
支
援

活
動
を
支
え
る
も
の

本
編
Ⅴ

参
考
事
項

資
料
編

52

本
編
Ⅲ

自
治
体
等
が
行
う
人
と

ペ
ッ
ト
の
災
害
対
策

本編Ⅲ　自治体等が行う人とペットの災害対策

　自治体等が行う人とペットの災害対策
自治体等が行うペットの災害対策には、平常時に行う人とペットの災
害対策に関する普及啓発や体制の整備と、災害時に飼い主自身が行う飼
養管理に対する支援、飼い主の心のケア、災害に起因する放浪動物や負
傷動物等への対応がある。

平常時
 （１）人とペットの災害対策に関する飼い主等への

 普及啓発・避難訓練 
＜実施項目＞
・ 　ペットの適正な飼養、災害への備えなどに関する飼い主への普及啓発
・  　ペットとの同行避難も含めた避難訓練

＜解説＞
近年、犬や猫の飼養頭数は概ね 2,000 万頭弱と言われているが、ペッ
トの飼養に関する正しい知識やペットのしつけが十分でない飼い主もお
り、災害時のペットとの同行避難や避難所での適切な飼養が難しい場合
がある。また、迷子札やマイクロチップなどの所有者明示が不十分だと、
行方不明になったペットが保護されても、飼い主の元に戻れる確率がか
なり低くなる。飼い主による、災害に備えたペットへの対策は特別なこ
とではなく、日頃のしつけや健康管理、所有者明示、社会規範に沿った
飼養管理など、平常時に適正な飼養をすることに他ならない。
以上のことから、自治体は動物愛護推進員や関係団体・機関と連携し
て、災害時にもペットが社会に受け入れられるように、ペットの災害対
策の意義を普及するとともに、平常時から行うべき対策や災害時の行動
について、飼い主等に対し指導、普及啓発を行う必要がある。
※詳細は「本編Ⅱ 飼い主への普及啓発」を参照
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本編Ⅲ　自治体等が行う人とペットの災害対策

普及啓発の方法（ハンドブック）

香川県・高松市
 ●ハンドブック「あなたとペットの災害対策ハンドブック」

香川県と高松市では、「あなたとペットの災害対策ハンドブック」を
作成して、ペットの災害対策の普及啓発に努めている。
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 （２）ペットの災害対策に関する連携体制の整備 
 １）災害時協定 
＜実施項目＞
・ 　地方獣医師会や民間団体・企業等との災害時協定の締結
・ 　災害時の相互応援協定におけるペットの災害対策に関する体制整備
（広域支援・受援体制の整備）

＜解説＞
自治体は、地方獣医師会や民間団体・企業等と災害時におけるペット
の災害対策に関して必要な協定を締結しておくとよい。また、災害の発
生時に、速やかに連絡や調整が出来るように緊急連絡体制を整備し、緊
急連絡網を関係者間で共有しておくことが望ましい。
具体的には、負傷動物等の応急治療や一時預かり、または動物病院を
介した譲渡活動などのために、近接する地方獣医師会への協力の要請を
検討する。動物病院への一時預かりの協力要請は、地方獣医師会と災害
時協定を交わす際に、検討しておく。また、施設の設備状況により必要
な治療が出来ない場合や、収容動物が重症の場合などには近隣の動物病
院へ搬送できるように、連携体制を検討しておく必要がある。 
さらに、自治体間では、災害時の相互応援協定等の締結により、災害
時には相互に連携できるようにする。特に大規模な災害時には、広域の
自治体間での支援体制の整備が必要となる。各自治体は、ペットの災害
対策に関する連携を想定し、円滑な受援を行うため、事前に受入体制に
ついても検討しておくことが重要である。また、被災地で対策の中枢を
担う県庁や市役所などの機関が被災した場合の対処方法についても、事
前に協議しておくことが望ましい。

災害時協定に基づく広域連携の確認事例
 ●環境省は、平成 29 年度にペット対策に関する図上訓練を全国３地点
で開催し、広域支援と受援体制の整備について検討した。
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徳島県
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熊本県

三重県
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２）現地動物救護本部等の体制
＜実施項目＞
・ 　現地動物救護本部等の設置要項等の作成
・ 　関係団体等との協定の締結
・ 　自治体間における広域支援に対応する体制の整備
・ 　動物愛護推進員等との災害時の協力体制の整備
・ 　動物救護施設の設置候補地の検討

＜解説＞
現地動物救護本部等は、災害発生時に、自治体、地方獣医師会、民間
団体、企業等が連携したペット対策に関する活動を目的として設置される。
動物の保護や救護活動が必要になる場合に備え、各自治体や関係団体
が連携し協働した活動が行えるように、地方獣医師会や民間団体・企業
等との災害時協定の締結や、現地動物救護本部等の設置に向けた連携、
災害発生直後において自治体による動物保護活動の開始が困難な場合の
初動体制についても検討しておくことが望ましい。さらに自治体間で協
力して広域的に対応する体制の整備を図る。また、平成 25 年 9 月１日
に施行した改正動物愛護管理法で、動物愛護推進員の活動として、災害
時におけるペットの避難、保護等に関する協力が追加されたことを踏ま
え、動物愛護推進員との災害時の協力体制を推進する。
現地動物救護本部等の設置にあたっては、地域防災計画で各構成団体
の役割を明記し、あらかじめ災害時協定を結んでいる場合が多い。実際
に災害が起こると、自治体は被災者の対応に人員を割かれ、初動対応が
遅れる可能性があるが、こうした事前の取り決めにより役割分担を明確
にしておくことで、適切なペット対策を執ることが可能になる。なお、
災害発生時に各主体がとるべき初動の措置について、誰が担当しても自
動的に準備が整えられるような簡潔な指示書を整備するとよい。
組織体制については、自治体主体で取り組むケースや、民間団体が中
心となり自治体が側面で支えるケースなど、地域の実情に応じて災害時
のペット対策の体制を構築することが望ましい。
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本編Ⅲ　自治体等が行う人とペットの災害対策

現地動物救護本部等の活動模式図の例
（参考）

 

様々な動物救護本部の設置方法

現地動物救護本部等の設置方法は、大別して以下の４通りが考えられる。

 ●災害の規模や被災状況などを勘案して、自治体・地方獣医師会等が
現地動物救護本部等の設置の要否を判断する方法。
メリット　：被害規模に応じた対応が可能
デメリット：発災直後に構成メンバーを招集することが困難

情報収集に時間を要した場合、本部立上げまでに時間を要
することがある

[ 資料提供：NPO法人アナイス ]
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 ●自治体の災害対策本部の立上げと同時に自動的に立ち上げる方法。
メリット　：すみやかに現地本部が立ち上がる

ペット災対協での支援開始の要件をただちに満たす
デメリット：現地本部が立ち上がったとしても、構成メンバーに大き

な被害が生じていた場合は、参集や活動開始までに時間
を要する

 ●あらかじめ災害時の相互支援協定を締結した自治体が現地本部の業
務を代行する仮本部を立上げ、災害の規模や被災状況などが把握で
きた時点で、解散するか、現地に本部を移行するかを検討する方法。
メリット　：仮本部で対応することで、被災地が機能復旧に注力できる

外部情報が入手しやすく、連携支援への対応がスムーズ
被害規模が把握できるまでの間、活動が滞らず、外部（一
般）からの問い合わせなどに対応が可能
発災直後、ただちに義援金募集などが行える

デメリット：内部情報が入手しにくいため、ホットラインなどの準備
が必要でこの対応においては被災地の担当部局に負担が
生じる

例）平成 7年阪神淡路大震災（東京本部）、平成 16 年新潟中越大震災（東京仮本部）

 ●平時に災害時のペット対策の内容を申し合わせておき、発災直後は
民間（地方獣医師会等）でまず現地本部を立上げて活動を開始し、
被災状況などが確認できた時点で、自治体を構成組織に加えていく
方法。
メリット　：自治体は発災直後の人命保護に関わる緊急活動に専念で

きる
地方獣医師会など民間単独での活動開始となるため、意
思決定が早い
自治体の対応が一段落した時点での被害状況や対応状況
により、合同本部を設置するかどうかが検討できる

デメリット：民間団体も被災しているため、被害状況によっては、単
独で本部を立ち上げることが不可能な状況もある
民間団体としてできることには限界がある避難所での活
動では自治体関係部門との調整が必要な事項もあり、自
治体に頼らざるを得ない部分が残る

例）平成 19 年能登半島地震（能登半島地震動物対策本部：石川県獣医師会）
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大規模災害の発生時には、被害規模によっては現地動物救護本部等を
構成する組織や人員も被災していることと、本来業務の復旧が優先され
ることから、発災後ただちに活動を開始することが困難である。
県庁所在地が被災した場合と、県庁所在地の被害が少ない場合で、活
動開始の流れが変わる。様々な状況を想定し、現地動物救護本部等を構
成する組織間で、どのような手順を踏んで立ち上げるのかを申し合わせ
しておくことが、すみやかな救援活動の開始に繋がる。
また、あらかじめ本部の設置要綱や、運営要項を策定しておき、更に
は組織ごとの役割設定、本部長の人選、事務局の設置場所、連絡が取れ
ない場合に個々で開始する活動の範囲、活動資金や義援金の受け口とし
ての金融機関の口座などを開設しておくことが現場の混乱を防ぐことに
繋がる。

救護本部において平時に検討しておく
事項の一例

災害時のペット対策の考え方や方針の他、以下に例を挙げる項目につ
いて、平時に協議しておくことで、発災時の混乱に対策する。

 ●飼い主支援の対象範囲
・地域について（全県・市にするか、被害規模により一定の地域を指
定するか）
・期間について（発災後の一定期間）とするか

 ●動物の治療に係る費用について、どの範囲までの治療を誰が負担す
るのか
・災害により直接受けた傷病（被災ペット対策として無償か有償か、
誰が負担するか）
・避難生活の中で生じた傷病（被災ペット対策として無償か有償か、
期間は、費用は誰が負担するか）
・治療中であった持病（被災飼い主への経済支援、不足している獣医
療支援として無償か有償か、期間は？）
・一時預かりについて（無償か有償か、期間、その他条件は？）
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 ●災害時のペット対策の対象範囲と被災ペットの定義
・動物種（犬や猫以外の動物をどのように扱うか）
・飼い主がいない犬猫への対応について（野良猫の扱いをどうするか
を含め）
・地域について（全県・市にするか、被害規模により一定の地域を指
定するか）
・期間について（発災後の一定期間）とするか

 ●被災ペット保護シェルター設置について
・設置の基準
・既存施設の利用と緊急対応施設の設置に関する段階的検討
・収容頭数などの規模と期間の設定
・必要経費の試算
・関連する様式の検討

 ●ボランティア活動について
・災害支援活動の内容について
・避難所や応急仮設住宅での動物飼養支援の方法とルール
・自宅などでの一時預かりのルールと動物の飼養管理に係る費用弁償
の有無
・輸送やトリミングなどにおけるルールと費用弁償の有無
・譲渡活動におけるルールと動物の飼養管理に係る費用弁償の有無
・物資の取扱いについてのルール
・被災ペット保護シェルターでの活動内容とルール
　　犬の取扱いと飼養管理
　　猫の取扱いと飼養管理
　　群管理における注意点
　　会計・広報・人事・メンテナンス・物資調達・渉外などの役割と　　
　　業務内容
　　活動期間について
　　活動に係る費用弁償の有無について
　　補償（保険など）について

 ●スターターキット（ファーストミッションボックス）の配置
・現地動物救護本部や指定避難所などで、速やかに体制を整えるため
のスターターキット（ファーストミッションボックス）の準備
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スターターキット
（ファーストミッションボックス）とは

災害が発生した直後の現場（避難所や対策本部など）には、必ずしも
担当者や運営マニュアルを熟知した者がいるとは限らない。
この対策として、最初にそこに到着した者（又は、その場にいあわせ
た者）が、速やかに体制が整えられるよう、初動の指示（やるべきこと）
が記載されたスターターキット（ファーストミッションボックスとも呼
ばれる）を備える取り組みが始められている。
スターターキット（ファーストミッションボックス ）の目的や特徴
は以下のとおり。
１）初期の対応に使用
２）イラストなどとともに、誰が読んでも理解できる指示が、1項目
ずつ簡潔に記載されていること

　・カード形式では 1カードに 1ミッション
　・チェックリスト形式では、1項目に 1ミッション
３）その場にいる人が指示されたミッションを 1つずつ実施していく
ことで、手順に従った業務が遂行できる。

４）避難所の立ち上げ、集合住宅での避難誘導、災害対策本部の設置
など、様々な状況に応じたパターンがある

５）１人で同時に対応できない役割を複数抱え込むことがないように、
その場にいる人に協力を求めて作業を分担できるように組み立てる。

スターターキット
（ファーストミッションボックス）
－現地動物救護本部立ち上げの一例－

内容は「指示書」「関係書類」「物資」「運営ルール」に大別される。
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 ●指示書の様式
A4用紙1枚に、災害時にやるべきことを1項目づつ順番に記載し、カー
ド化する。たとえば、以下の内容イメージで作成する

 ●関係書類
動物救護本部等のマニュアル、関係団体・支援団体等の連絡先、動物
受入カード、避難所の地図など

 ●物資
（１）　情報：ラジオ、ケータイ・スマートホン用乾電池式充電器、乾電池等
（２）　事務用品：ホワイトボード用マーカー（青と赤）、太文字ペン、

A3用紙ひと束、模造紙ひと束、ガムテープ等
（３）　その他：腕章、ビブス、ペットボトル水、栄養食品、カイロ、軍手、

ビニール手袋、ポリ袋、マスク等

指示書（その３）
【本部長：動物救護本部開設の有無を決める】
□「災害対策本部からの動物救護本部開設指示の有
無」を確認する。指示がない場合でも、震度○○以
上の場合は、自動的に立ち上げ、災害対策本部に報
告する。
□・・・・・・
□・・・・・・

指示書（その２）
【最初の参集者：本部長を決める】
□近くに管理職や上司がいれば本部長になってもらう。
いなければ自分が本部長になる。
□本部長の腕章をつける
□・・・・・・
□・・・・・・

指示書（その１）
【最初の参集者：自らの安全を守る】
施設、場所が安全かを確認する。
より安全で適切な場所（○○室、○○会議室等）が
あれば、移動する。
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 ●運営ルール
・動物救護本部運営ルールを書いてある大判の紙で、本部を立ち上げ
たときに誰もがすぐ見られるように分かりやすい場所に張り出す。
・現地動物救護本部等の立ち上げのためのスターターキットの他、ペッ
トを連れて避難してくる人が確実にいることを想定して、避難所立
ち上げのスターターキットにペットの受け入れに関する記載が設け
られていると、迅速な対応が可能となる。

 ３）人材育成
＜実施項目＞
・ 　災害時に協力が得られるボランティアリストの作成、ボランティア

の育成
・ 　動物愛護推進員、地方獣医師会、民間団体等との連携

＜解説＞
災害時にボランティアを安定的に確保することは困難な場合が多いこ
とから、自治体等は平常時に人とペットの災害対策に関するボランティ
ア講習会を開催し、必要な人材を育成する。併せてボランティアをコー
ディネートするために、ボランティアリーダー（コーディネーター）の
育成も行う。講習会の受講生をボランティアとして登録しておくことで、
緊急災害時に、登録者に協力を要請できる。動物愛護推進員、地方獣医
師会、民間団体や自治体等は、平常時の動物愛護管理に関する業務で連
携して、連絡体制を築くことで、災害時には人材派遣の協力を要請して
円滑に進めることができる。
避難所や応急仮設住宅での適正な飼養管理の支援を円滑に行うために
は、現地動物救護本部等を始めとした関係機関や団体の協力以外にボラ
ンティアの応援が必要となる。ボランティアは通常の一般ボランティア
と、獣医師やドックトレーナーなどの専門的な技術や知識を有する専門
ボランティアとに区分され、それぞれ役割が異なる。そのため、前項の
とおり、自治体等はボランティアへの協力依頼の方法や受付窓口、活用
方法、それぞれの行動規範、社会福祉協議会のボランティア保険を活用
した補償などをあらかじめ検討しておく。
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ボランティア募集の例

千葉県

千葉県は、千葉県動物愛護ボランティアの登録を実施していたことで、
東日本大震災での被災ペット対策に関する協力を依頼できた。
千葉県動物愛護ボランティアは事前に動物の適正な飼養や災害時の活
動などに関する講習を受講しており、講習会を受講すると千葉県動物愛
護ボランティア登録証が交付される。活動に従事する時は登録証を携帯
しなければならないとしている。
また、東日本大震災の際に、千葉県は、千葉県動物救護本部ボランティ
アも募集し人材を確保した。千葉県動物救護本部ボランティアについて
は、県衛生指導課でボランティア協力者を把握して、協力が必要な場合
には直接交渉し被災ペットの一時預りと世話を依頼することとしていた。

民間団体との連携

石巻市
 ●石巻市社会福祉協議会とボランティアチームが「犬との幸せ講座」
を開催

千葉県動物愛護ボランティア登録証
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平成 23 年の東日本大震災の際に、緊急災害時動物救援本部（現在の
ペット災対協）が企画し、応急仮設住宅でペットを連れた被災者への支
援として（一社）「日本ペットサロン協会」が実施した、被災ペットの
トリミングなどによる衛生管理サービス事業を契機に、石巻市社会福祉
協議会と（一社）日本ペットサロン協会の会員有志が平成 28 年 2月か
ら「犬との幸せ講座」を開いている。
平成 29 年 11 月 25 日に行われた第 3回目の企画では、ペットのしつ
けや疾病への対応とともに、同行避難が重要なことなど、災害時の行動
として大切なことがペットを連れた参加者に伝えられた。
災害への取り組みでは、特に支援ボランティアの関係などで、各地の
社会福祉協議会との協働が重要なことから、各地でこのような取り組み
が進むことが期待される。
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 （３）情報の収集及び共有方法の検討
＜実施項目＞
・ 　被災者と避難動物に関する情報収集と共有方法の検討
・ 　情報窓口の一元化の検討

＜解説＞
これまでの災害では、避難所などにおける被災者の情報は災害対策本
部に集約されたが、避難動物に関する情報は後回しとなり、トラブルに
なってから情報が寄せられること、また、関係部署に個別に情報が寄せ
られ、全体が把握できないといった状況になりがちであった。このよう
な混乱を避けるためにも、人の情報と連動した情報収集や情報の共有方
法を、あらかじめ各自治体で準備し、ペットに関する情報窓口の一元化
とそのための対応要員や連絡体制の整備について検討しておくと良い。

地域のコミュニティーなどを活用した
連携体制づくり

地域のペット飼養状況を把握しておく事は、災害時の迅速な情報収集
につながるため、自治体は普段からペットの家族会などの住民によるコ
ミュニティーの情報収集に努める他、民生委員やソーシャルワーカーな
どと協力して、支援が必要な方々の情報収集についても検討を進めてお
くとよい。
また、自治体は一方的に情報を集めるだけでなく、災害対応に係る情
報の発信を前述のような住民を通して日頃から行うことで災害時の連携
体制を構築することが出来る。
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（４）避難所や応急仮設住宅でのペットの受入れ対策 
に関する、関係市区町村等との調整

＜実施項目＞
・ 　災害時のペット対策や指定避難所などでのペットの受入れに関する

地域防災計画への記載
・ 　関係機関や団体、動物愛護推進員、他の自治体との災害時のペット

対策に関する連携体制の整備に係る調整
・ 　災害対策部局や自主防災組織、避難所運営管理者などへのペットの

受入れに関する方針の周知と理解の促進

＜解説＞
自治体は、飼い主がペットと同行避難する事を前提とし、飼い主が避
難所や応急仮設住宅で、適正な飼養管理が出来るように、指定避難所で
の受入れや応急仮設住宅でのペットとの同居などについて、体制を整備
する必要がある。
検討すべき事項として、地域防災計画へのペットの受入れに関する記
載や、指定避難所の管理者や応急仮設住宅の設置者との調整、必要な支
援物資の備蓄などが挙げられる。

■　指定避難所でのペットの同行避難者の受入れ
指定避難所の設置者や管理者は、飼い主がペットを連れて避難してく
ることを想定した対策を取っておく必要がある。そのため、指定避難所
を選定する際に、ペットの飼養場所や飼養管理のルールも検討しておく
と、指定避難所におけるペットに起因した避難者からの苦情やトラブル
を削減できる。また、発災直後の指定避難所の運営とペットの受入れ対
策について、誰もがすぐに利用できる簡潔な指示書（スターターキット
など）を整備しておくとよい。このような指示書があることで、災害発
生時にとるべき初動措置が効率的に整えられ、初動での混乱を最小限に
抑えられる。
指定避難所は、動物が苦手な人や動物アレルギーを持っている人など
様々な人が共同生活を送る場所であるため、ペットの鳴き声や毛の飛散、
臭いなどへの配慮が必要である。
これまでの災害時対応では、ペットの飼養場所を別に確保して、人が
生活する場所と分ける方法や、ペット飼養者とペット非飼養者の生活場
所を分ける方法などが採られているが、指定避難所の形態や、地域にお
ける人とペットとの関わり方などを考慮して、地域に合った方法を検討
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する必要がある。

指定避難所へのペットの受入れに
あたって検討が必要な事項の例

 ●地域防災計画への、「指定避難所でのペット受入れ」に関する記載

 ●指定避難所の設置者や管理者との間で、指定避難所でのペットの受
入れに関する取り決めを検討するとともに、状況によっては、ペッ
トの受入れを要請

 ●指定避難所でのペットの飼養管理マニュアルの作成

 ●必要な物資の備蓄

 ●感染症対策

■　応急仮設住宅でのペットとの同居
東日本大震災では、多くの自治体が応急仮設住宅でのペットの飼養を
可とする方針を示したものの、実際にペットとの同居に結びつかなかっ
た事例が多数みられた。その理由として、「他の入居者や応急仮設住宅
の自治会での承認が得られなかった」、「応急仮設住宅での飼養ルールと
して挙げられた室内飼いの規則にそぐわない犬（大型犬、室内に慣れて
いない犬など）を飼養していた」などがあげられた。したがって地域の
ペットの飼養状況に応じた応急仮設住宅での受入れ方針を検討する必要
がある。
これまでの災害時対応では、室内飼いをペットと同居する際の条件と
した例や、ペットの飼養者専用の応急仮設住宅を設置した例、応急仮設
住宅の近隣にペットの飼養施設を設置した例がある。
鳴き声や糞尿など、応急仮設住宅で想定されるトラブルと地域の状況
を考慮して、応急仮設住宅でのペットの飼養ルールを検討する必要があ
る。
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応急仮設住宅へのペットの受入れに
あたって検討が必要な事項の例

 ●地域防災計画への「応急仮設住宅でのペットの受入れ」に関する記載

 ●応急仮設住宅の設置者や管理者との間で、応急仮設住宅でのペット
の同居に関する取り決めを検討するとともに、状況によっては、ペッ
トの受入れを要請

 ●応急仮設住宅でのペットの飼養ルールに関する検討

 ●ケージなど必要な物資の備蓄

東日本大震災での事例（問題点）

 ●東日本大震災では、被災した自治体や他自治体からの被災者を受け
入れた自治体において、避難所や仮設住宅でのペットの受入れに関
する方針が無い、または受入れを認めない自治体もあり、避難所に
入れず車両の中でペットと生活する被災者が生じる原因の一つと
なった。
 ●避難所や仮設住宅の設置主体となった市町村の担当部署と動物愛護
管理部署との間で、ペットの受入れに関する取り決めのある自治体
が少なく、「体制整備が必要」とする意見があった。

避難所や応急仮設住宅におけるペット
の受入れ事例（要請文の発出）

新潟県（新潟県中越沖地震）
新潟県では、ペット同行避難者への対応依頼にかかる文書を発出。避
難所の設置主体である市町村の動物担当、防災本部および避難施設管理
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責任者に対して被災者のペット同行避難にかかる要望を伝え、家族の一
員であるペットと暮らせるような配慮を求めた。
具体的には、関係者との話し合いにより、避難施設ごとにペット受入
れの支障となる要因を一つずつ排除し、県（保健所）によるフォロー体
制をとることでペットの受入れ体制を整えた。

熊本県（熊本地震）
熊本県健康福祉部では、応急仮設住宅に関する説明会を開催し、熊本
地震で被災した関係市町村あてに、応急仮設住宅において家庭動物の飼
育を許可する環境を整えるよう要請文を発出するとともに、ケージなど
の必要物資の支援やペットに関する相談体制など、熊本県等がおこなう
支援内容を併せて連絡した。
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住み分け避難の一例
避難所でのペットと人との「住み分け」は、避難者数や避難所内の状
況に応じ、避難所運営本部とともに検討する。学校が避難所になってい
る場合には、基本的に授業再開に向けた運営が行われるが、体育館など
の被害などにより校舎内の部屋が使用可能な場合には、居住区を分け、
人と動物との動線を分離することで接点をできる限り最小限にする。

 ●避難所内でのペットの飼養事例と提案
以下は過去に動物飼養スペースとして使用されていた場所や、災害発
生時に動物飼養スペースとして想定される場所、また利用可能な物である。

①　倉庫などを利用
倉庫内の資材は移動して別の場所に保管し、係留できない動物など
の飼養スペースとして利用

②　遊具を利用して犬を係留　
③　移動可能なサッカーゴールを横に
倒して転倒対策を行い、ブルーシー
トなどで覆い雨除け風除けとして
利用

④　人の居住区から離れた場所に飼養
テントやプレハブを設置

⑤　プールサイドや更衣室
⑥　屋根や壁がある渡り廊下
⑦　特別教室（普通教室は授業再開を優先）
⑧　昇降口やホールの一部（ペット飼養ス

ペースが決まるまでの一時避難）

[ 資料提供：NPO法人アナイス ]

出典：避難所のペット飼育管理
ガイドライン（静岡県）
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その他、建物内廊下、建物内倉庫、自転車置き場、部室、屋外階段下、
屋外渡り廊下、軒の深いテラスなど

「身体障害者補助犬｣ と避難所などへの
同伴について

身体障害者補助犬とは、身体障害者が同伴する補助犬（盲導犬、介助
犬及び聴導犬）で、身体障害者の自立と社会参加に資するものとして、
身体障害者補助犬法に基づき訓練・認定された犬をいう。
身体障害者補助犬は、本ガイドラインが対象としているペットとは異
なるため法律に基づいた対応が必要であり、国、地方公共団体、公共交
通事業者、不特定多数の者が利用する施設の管理者等は、災害時に身体
障害者が避難所などへ身体障害者補助犬を同伴して避難した場合には、
身体障害者補助犬を拒んではならないことが法律で定められている（身
体障害者補助犬法　第四章　施設等における身体障害者補助犬の同伴
等）。
ここでいう「同伴」とは、身体障害者を介助することを目的に付き添
う（同伴する）ことと同様に、身体障害者補助犬が身体障害者とともに
いることを言う。したがって原則として、身体障害者と身体障害者補助
犬を分離せず受け入れるべきである。

【身体障害者補助犬の種類と役割】

出典：厚生労働省「ほじょ犬 もっと知って BOOK」
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盲導犬：視覚障害のある人が街なかを安全に歩けるようにサポートする。
介助犬：肢体不自由のある人の日常生活動作をサポートする。
聴導犬：聴覚障害のある人に生活の中の必要な音を知らせ、音源まで誘導する。

【関係法令】
身体障害者補助犬法（平成十四年法律第四十九号）
施行日：平成二十八年四月一日 
平成二十七年九月十一日公布（平成二十七年法律第六十六号）改正

【身体障害者補助犬について（厚生労働省）】
<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
shougaishahukushi/hojoken/index.html>

 （５）必要な物資の備蓄・更新 
＜実施項目＞
・ 　災害時のペット対策に必要な物資リストの作成
・ 　物資の備蓄
・ 　動物関連企業・団体等との災害時の物資供給体制に係る協力関係の
構築

＜解説＞
平時から、自治体が設置している動物愛護センターや保健所などに
ペットフードなどの備蓄品を用意しておくことが望ましい。災害時に、
備蓄品だけでは不足する場合は、ペット災対協への救援物資を要請し、
または独自に救援物資を募集して、不足した物資を調達する必要が生じる。
備蓄品や救援物資は、避難所などで支援が必要なところに配布すると
ともに、在庫を管理する。なお、届いた救援物資は仕分けされていない
場合が多いことから、あらかじめ仕分け作業を効率的に行う方法なども
検討しておく。また、災害対応が長期化するおそれがある場合は、あら
かじめ検討しておいた、届いた物資の保管場所や中継地点の確保方法、
輸送方法などを参考に、救援物資の募集と受入れを準備する。
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平常における物資の確保の例

福島県（東日本大震災）
 ●福島県では災害に備え、平成 18 年度から動物の救護に必要な物資の
備蓄を行い、県内 5箇所の保健所に分散して保理し、災害発生時に、
被災地に配布する体制を整えていた。備蓄していた品目と数量は以
下の通り。
ペットフード　　　ドッグフード　500kg　キャットフード　125kg
ケージ　　　　　　50 台（大 25　小 25）
餌入れ・水入れ　　50 本（大 25　小 25）
首輪、　　　　　  　50 本（細 25　太 25）
係留用チェーン　　50 本（細 25　太 25）
動物保護用麻酔薬　ｾﾗｸﾀｰﾙ 500ml　ﾄﾞﾐﾄｰﾙ 150ml　ｱﾝﾁｾﾀﾞﾝ 150ml
薬浴用水槽　　　　５（500 リットル）

 （６）義援金の募集方法の検討
＜実施項目＞
・ 　自治体や現地動物救護本部等による義援金募集の受付窓口、振込口

座開設の検討

＜解説＞
迅速で円滑なペット対策をするには、ペットの飼養管理や物品の購入、
動物救護施設の運営などのための資金が必要となる。
このため、被害の規模や救護活動の状況を踏まえ、自治体や現地動物
救護本部等は義援金の募集窓口と振り込み口座を開設し、義援金の募集
を開始する。自治体や現地動物救護本部等のウェブサイトや SNS など
を利用して募集の告知をするとともに、関係団体や企業等のネットワー
ク、マスコミなどの協力を得て積極的に広報する。また、集まった義援
金の収支管理を適切に行うとともに、ウェブサイトなどで義援金の使途
を公表する。
大規模災害の発生時には、ペット災対協でも、義援金の募集を開始す
る場合がある。集まった義援金は、被災地のペット対策の支援を目的に、
主に被災地の自治体や現地動物救護本部等、地方獣医師会等で利用される。
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これまでの災害での事例１

熊本県（熊本地震）

 ●熊本地震ペット救護本部で
は、インターネットなどを
活用し広く一般からの義援
金を募集し、義援金が集っ
た。これらの義援金は被災
ペットの健康相談、一時預
かり時のフードや物資、避
難所や仮設住宅などでの
ペット用ケージの提供、迷
子ペットの飼い主探しなど
の活動に活用され、支援寄
附金の収支状況はインター
ネットを通じて公開した。
なお、義援金の募集の開始
は、震災後出来るだけ早期
に行われることが望ましい。

これまでの災害での事例２

福島県（東日本大震災）

 ●福島県動物救護本部では、義援金募集の公告の他に、PR を兼ねた貯
金箱の飾りをウェブサイトで提供した。
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 ●被災した南相馬市の障害者支援施設と提携し、障害者支援施設で作
成されたチャリティー缶バッジを販売した。売り上げは障害者支援
と被災動物の飼育に係る費用の双方に充当された。

義援金募集などの公告（左上）とＰＲを兼ねた貯金箱（右上・下）
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災害発生時の初期対応（発災当日～翌日）

 （１）避難者対応（避難の誘導・呼びかけ）
＜実施項目＞
・ 　市区町村が実施するペット同行避難者の避難所への避難誘導の支援
・ 　被災地市区町村へのペットの避難や救護に係る指導助言

＜解説＞
避難指示が出された際に都道府県等は、避難を誘導する市区町村の担
当部署と連携して、ペットの飼い主に対して、人間の安全を確保した上
で、ペットを連れて避難行動をとるように呼びかける。
避難行動の原則は、飼い主の安全を確保した上での同行避難とする。
ただし、堅牢な建物などである場合、在宅避難を推奨している自治体も
あるので、避難の呼びかけは、その時に取りうる最善の避難方法になる
ように十分に注意する。
また、飼い主が外出中でペットと離れている場合や、ペットが逃げだ
して見つからないなど同行避難が困難な場合には、飼い主の安全を確保
するため、ペットを同行することよりも、飼い主が避難することを優先
するように呼びかける。

活動内容の事例

仙台市
仙台市では「仙台市避難所運営マニュアル　活動編」を作成し、災害
発生時の避難から避難所運営にかけての基本的な流れを示している。
このマニュアルでは、災害発生初期の対応として、声がけや安否確認
など地域での助け合い（共助）を行うとともに、市職員や地域団体（町
内会など）、避難施設管理職員などは、率先して避難者に呼びかけるこ
ととしている。
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災害発生時の初期対応（発災当日～翌日）

 （１）避難者対応（避難の誘導・呼びかけ）
＜実施項目＞
・ 　市区町村が実施するペット同行避難者の避難所への避難誘導の支援
・ 　被災地市区町村へのペットの避難や救護に係る指導助言

＜解説＞
避難指示が出された際に都道府県等は、避難を誘導する市区町村の担
当部署と連携して、ペットの飼い主に対して、人間の安全を確保した上
で、ペットを連れて避難行動をとるように呼びかける。
避難行動の原則は、飼い主の安全を確保した上での同行避難とする。
ただし、堅牢な建物などである場合、在宅避難を推奨している自治体も
あるので、避難の呼びかけは、その時に取りうる最善の避難方法になる
ように十分に注意する。
また、飼い主が外出中でペットと離れている場合や、ペットが逃げだ
して見つからないなど同行避難が困難な場合には、飼い主の安全を確保
するため、ペットを同行することよりも、飼い主が避難することを優先
するように呼びかける。

活動内容の事例

仙台市
仙台市では「仙台市避難所運営マニュアル　活動編」を作成し、災害
発生時の避難から避難所運営にかけての基本的な流れを示している。
このマニュアルでは、災害発生初期の対応として、声がけや安否確認
など地域での助け合い（共助）を行うとともに、市職員や地域団体（町
内会など）、避難施設管理職員などは、率先して避難者に呼びかけるこ
ととしている。

また、避難所運営にあた
り、ペットスペースの確保
やルールの周知など、ペッ
ト連れ避難者への対応につ
いても記載している。

 （２）被害状況の把握
＜実施項目＞
・ 　被害状況の把握
・ 　災害時協定の締結先や関係団体等との連絡体制の確保
・ 　初動要員の確保
・ 　ペットと特定動物に関する情報の収集

＜解説＞
初動では、被災者の救出や救助活動が最優先となるが、以後のペット
の災害対策を見据えて、状況を把握するとともに、協定の締結先や国・
市区町村等の関係団体等との連絡体制を確保し、確認しておく。

仙台市避難所運営マニュアル活動編
[ 資料提供：仙台市 ]
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被害状況把握及び連絡体制の例

徳島県
徳島県では、災害の発生初期に「動物愛護管理センター」が各保健所
や市町村、愛護推進員などからの情報を集約し、安全衛生課に報告する
連絡体制を構築し、図上訓練において役割の確認、課題の検証を行って
いる。

 （３）現地動物救護本部等の設置の検討 
＜実施項目＞
・ 　現地動物救護本部等の設置の要否の判断
・ 　構成要員の確保

連絡体制の例
災害時ペット救護「広域支援・受援体制整備に係るモデル図上訓練」（徳島県）資料

[ 資料提供：徳島県 ]
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＜解説＞
災害が発生した際には、災害の規模や被災状況などを勘案して、自治
体や地方獣医師会等が現地動物救護本部等の設置の要否を判断する。平
常時の申し合わせにより現地動物救護本部等を設置した場合、自治体ま
たは現地動物救護本部等の長は、速やかに構成団体に通知し、初動要員
の確保などを要請する。各構成団体は、各団体と連携し、あらかじめ定
めておいた各団体の役割に沿って動物救護活動に当たる。被災状況によ
り構成団体による要員の確保が困難な場合には、災害時相互応援協定の
締結先等に要請し、要員を確保する。

現地動物救護本部設置の検討

徳島県
徳島県では、災害の発生初期に「安全衛生課」が動物愛護管理センター
からの状況報告を受け、災害対策本部へ随時報告するほか、環境省・厚
生労働省・ペット災対協へ情報を提供し、連絡体制を確保する。また、「徳
島県動物救護本部」を設置する場合には、本部会議開催までに、情報収
集と整理、関係団体との連絡・調整に努め、今後、広域的な支援・受援
体制が取られるように準備するとしている。

災害時ペット救護「広域支援・受援体制整備に係るモデル図上訓練」（徳島県）資料
[ 資料提供：徳島県 ]
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 （４）飼い主（ペットの飼養者）への支援
＜実施項目＞
・ 　安全な避難場所への誘導
・ 　負傷動物への獣医療の提供
・ 　動物の一時預かり
・ 　物資支援

＜解説＞
飼い主とペットの安全を確保するため、自宅が危険だと判断して避難
所に避難してきた飼い主に対し、避難所にすみやかな受入ができるよう
に市区町村の担当者を介して誘導する。負傷動物に対しては、現地動物
救護本部等の支援活動として、獣医療を提供する。また、一般的な飼養
用品は、支援物資として提供する。ただし医薬品や特別食などの、入手
が難しいものについては飼い主が平常時に準備しておく必要がある。
避難所での飼養が困難な場合、また飼い主の体調が崩れ入院の必要な
どが生じた場合には、一時預かりなどの支援を行う。

一時預かり支援の例

熊本市（熊本地震）
熊本市では、入院などでやむを得ず避難所での飼養が困難になった飼
い主への緊急対応として、協力機関でのペットの一時預かりを実施した。
一時預かりは、熊本市動
物愛護センターを通じて
受入れ対応を行い、協力
機関が飼養した。

市役所や避難所に掲示した
「一時預かりのお知らせ」の

ポスター
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 （５）放浪ペットへの対応 
＜実施項目＞
・ 　放浪ペットの保護と保管
・ 　負傷動物の治療
・ 　飼い主探しと返還

＜解説＞
飼い主とはぐれたり、自宅から逃げ出してしまった動物の保護と保管、
返還については、平常時に対応を検討しておき、その検討結果に従って
実施する。
発災直後に自治体が収容した放浪動物等の保管先がない場合に備え、
保健所などでの保管や、動物救援本部の構成団体（地方獣医師会や動物
愛護団体）等による一時保管も視野に入れる。
なお、飼い主がいる逸走動物と、もともとその地域にいる野良犬や野
良猫との区別がつかない場合や、負傷などにより攻撃性が高まっている
状態での保護に関しては、専門家による対応が必要となることから、事
故防止のためにはボランティアだけによる積極的な捕獲は行わないよう
に注意する必要がある。

平常時と災害時における放浪動物への
対応例（参考）

平常時の放浪動物と、災害発生時の放浪動物とは対応の流れが異なる
ことを関係機関に周知しておく。局地的な災害が生じた場合、同一県内
においても被害状況に差があることから、被害規模に応じた被災ペット
の定義や対象地域の指定、緊急対応期間の設定などの条件を検討する必
要がある。この検討により、 被害が大きかった地域で飼い主からはぐれ
放浪するペットと、被害が生じていない地域にもともといる野良犬や野
良猫への対応とが整理できる
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災害時のペット対策（2日目以降の緊急対応）
 （１）ペットに関する情報窓口の一元化
＜実施項目＞
・ 　ペットに関する相談窓口の設置と運営
・ 　対応要員、連絡体制の確保
・ 　相談窓口の連絡先の周知（各避難所管理者、市区町村担当、在宅避

難者）
・ 　被災者と避難動物に関する情報収集
・ 　情報の整理と提供（各避難所管理者、市区町村担当、関係団体、報

道機関など）

[ 資料提供：NPO法人アナイス ]
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＜解説＞
自治体または現地動物救護本部等は、災害時のペット対策に関連する
問い合わせを受ける相談窓口を設置し、情報収集と発信を一元化するこ
とが望ましい。この窓口は、自治体の動物愛護センター等の他、地方獣
医師会が現地動物救護本部等の事務局である場合は、地方獣医師会に置
くことも考えられる。また、発災後、しばらくの間は、休日等であって
も問い合わせや情報収集に対応できる要員の確保が必要である。相談窓
口の設置後、その連絡先は、飼い主や避難所の管理者、市区町村等に周
知する。
相談窓口は、各避難所でのペット同行避難者の避難状況や在宅避難者
の状況、それぞれの避難先でどの様な支援が求められているのかなどに
ついて正確な情報を収集するとともに、自治体等による支援内容や指定
避難所における飼養方法の指導、ペットの一時預け先などの情報を提供
する。また確定した情報を、ウェブサイトなどを通じて発信する。
なお、被災地の自治体等による相談窓口の設置や運営が困難な場合は、
広域支援での枠組みによる対応を要請する。

＜収集する情報の例＞
・ 　同行避難者の避難状況（避難者の氏名、ペットの種類、頭数）
・ 　必要な支援内容や支援物資、数量と支援が必要とされている期限
・ 　その他情報提供を行うのに必要な情報

＜提供する情報の例＞
（避難所向け）
・ 　避難所管理者等と連携し、避難所でのペットの飼養場所や飼養ルー

ルを提示
・ 　同行避難者へのペットの預け先についての情報提供
（関係団体向け）

支援が必要な物、人、場所、期限、数量についての情報
（社会全般向け）
・ 　現段階で把握している状況
・ 　今後の予定

必要な支援や注意の喚起（現地活動を妨げないように、現地への問
合せを控える、回線を塞がないようにアナウンスするなど）　
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ペット相談窓口の例

徳島県
徳島県では、ペット相談窓口を現地動物対策本部（動物愛護管理セン
ター）とし、情報の一元化を図り、受援体制作りとして情報を整理し、
支援が必要な事項をまとめるとしている。

情報収集の例

熊本県（熊本地震）
九州沖縄各県市職員が県管轄の避難所を巡回し、ペット飼養者にヒア
リングを行い、情報を収集した。

[ 資料提供：徳島県 ]
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【ヒアリング項目】
・ 　飼育している動物の種と頭数、避難理由、同行避難の時期、物資支

援の要 /不要、獣医療の要 /不要、一時預かりの希望、仮設住宅に
おけるペット同居の希望、その他

熊本市（熊本地震）

熊本市獣医師会や熊本市動物愛護センター職員による避難所巡回調査
を行ったほか、動物愛護推進員が独自のネットワークで各避難所を分担
して巡回調査し、情報を共有した。

九州沖縄各県市職員によるヒアリングの様子

熊本市獣医師会、動物愛護推進員による巡回調査
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情報提供の事例

岩手県（東日本大震災）
岩手県災害時動物救護本部では、ペッ
トの保護（一時預かり）や行方不明動物
の照会に関する連絡先、震災でケガをし
たペットの治療についてなどの様々な相
談窓口となる連絡先を記載したチラシを
作成し、各避難所に配布した。

 （２）関係団体等との連絡調整と支援の要請
＜実施項目＞
・ 　相談窓口での情報収集と整理
・ 　災害時協定の締結機関や支援団体への支援要請
・ 　備蓄品や支援物資の配布
・ 　ボランティアの要請と受入
・ 　義援金の募集

＜解説＞
自治体や現地動物救護本部等は、ペット相談窓口で収集した必要な支
援内容の情報を整理し、関係団体等と調整して支援を要請する。必要と
される支援は、災害が発生してからの時間の経過に伴い変化することか
ら、必要な時期に必要な支援が出来るよう、情報の伝達体制を整え適宜
要請する。
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災害発生時における連携体制の例

 （３）負傷動物や放浪動物等の保護が必要な動物への対応
＜実施項目＞
・ 　負傷動物の救護
・ 　放浪動物の保護・収容
・ 　飼い主からの依頼に基づく一時預かり
・ 　飼い主への返還
・ 　新しい飼い主への譲渡
・ 　必要に応じ、動物救護施設を設置・運営

＜解説＞
災害の発生時には、ペットが負傷することや、飼い主とペットがはぐ
れてしまうことが想定される。負傷動物を発見した場合は、速やかに保
護・収容し、必要な治療を行う必要がある。また、放浪動物の保護は、
人とその財産への危害防止の観点からも重要である。こうした措置や飼
い主への返還、飼い主からの一時的な預かりなどは、自治体等が中心と
なって実施する。

参照：「本編Ⅴ参考事項１ 負傷動物、放浪動物等の保護が必要な動物への対応について」

出典：災害時におけるペットの救護対策ガイドラインより
「災害発生時における連携体制」を改訂
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動物救護施設の形態
■　既存の施設を利用した例

仙台市（東日本大震災）
仙台市では、仙台市動物管理センターや動物病院などの既存の施設で
負傷動物や逸走動物の保護や収容をしたため、新たな動物救護施設の設
置にまでは至らなかった。

■　既存施設の敷地内に設置した例

宮城県（東日本大震災）
宮城県動物愛護センター敷地内のドッグランの場所に、新たに県災害
動物保護センターを設置し、保護された動物を収容した。

仙台市動物管理センター

宮城県災害動物保護センター
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■　新たに場所を選定し設置した例

いわき市（東日本大震災）
いわき市では、民有地を借り上げ、いわき市ペット保護センターを設
置した。他市から避難した被災者のペットも受入れ、飼養管理は飼い主
とボランティアが実施した。

避難生活での飼い主支援
 （１）物資の支援
＜実施項目＞
・ 　相談窓口での必要物資の情報収集と整理
・ 　救援物資などの調達と保管場所の確保、輸送手段の調整

＜解説＞
平常時に自治体の動物愛護センターや保健所等に備蓄したペットフー
ドなどの保管状況を確認し、相談窓口での情報収集を通じて得られた情
報をもとに、指定避難所などへの配布計画を立てる。
また、避難生活が長くなると、飼い主が持参してきたペットフードな
どだけでは物資が不足する。自治体等は、指定避難所への定期的な巡回
や、避難所の管理者等からの定期的な情報収集を通じて、各避難所で必
要な救援物資を把握して、その確保に努める。
また、必要な救援物資の調達について、ペット災対協や広域支援に係

いわき市ペット保護センター
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る協定締結の自治体、環境省等と調整する。
平常時に、救援物資を受け入れることを想定して、届いた物資の保管
場所、中継地点、運搬方法などを検討しておき、その結果に基づき、救
援物資の受入れを行う。個人等からの支援物資については様々な物資が
混在していることから、物資の区分け、整理などに人員を要することに
留意する。
また、被災地での運搬手段や保管場所は平常時に比べて大幅に不足す
ることが想定されるため、広域支援の一環として、近隣の自治体等にお
いて、救援物資をいったん集積し、被災地で必要な物資を把握・整理の
上で、近隣の自治体等が被災地の動物愛護センターや保健所に運搬する
ことも検討する。

避難所での対応事例（物資の配分）

岩手県（東日本大震災）
物資の配分に関しては、ペット飼養者が多い避難所で、避難所管理者
ではなく飼育者の一人が調整役となり、広域振興局保健福祉環境部・セ
ンターからの物資配布の窓口になった事例もあった。
また、ペットを飼養している自宅避難者同士でネットワークができた
地域では、希望物品を取りまとめて、直接、広域振興局保健福祉環境部・
センターに取りに来るなど、効率的に物資を提供できる体制が構築された。

支援物資（大船渡保健所） 避難所への配布（岩手県獣医師会）
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（２）飼い主の飼養環境整備のための支援
＜実施項目＞
・ 　被災市区町村の指定避難所等でのペットの飼養に係る指導助言

＜解説＞
（避難所での飼養）
自治体や現地動物救護本部等は避難所の管理者等に対し以下の支援や
助言をする。
・ 　避難所の管理者等は、避難所運営規定に則り、ペットの飼養方法を

決定し、ペットの同行避難者に対し説明する。ペットとの同居また
は住み分けなどについては、各避難所のルールに従い、ペットの世
話は飼い主が自ら行う。なお、障害のある方が同伴する身体障害者
補助犬※はペットとして扱わず、要支援者の支援として考える。飼
養方法を定めていない場合や不測の事態が生じた場合には、避難所
の形態、ペットの同行避難者とペットの数、季節・気候などを考慮
して、飼養スペースや飼養方法を決定する。

・ 　飼養スペースの決定に当たっては、ペットを飼養していない避難者
との動線が交わらないよう配慮することで、ペットに関する苦情や
トラブルの軽減に努める。

・ 　犬や猫などの動物がひと所で生活することは、ストレスを増大させ
る原因となるため、可能な限り動物を区分して飼養することが望ま
しい。

・ 　避難所でのペットの飼養に起因した苦情やトラブルの原因には、鳴
き声、臭い、毛の飛散、糞尿の処理などが挙げられる。避難所で、
人とペットが秩序ある共同生活を営むためには、飼い主自身がペッ
トの適正な飼養に努めるとともに、飼養ルールや衛生管理の方法な
どについて飼い主に説明すると共に、「飼い主の会」等を立ち上げ
るように支援して、飼い主が相互に協力して、飼養スペースの衛生
管理や、ペットを適正に飼養するように促す。

※身体障害者補助犬：「身体障害者補助犬法」で定義される盲導犬、
介助犬及び聴導犬をいう。

（在宅避難：自宅での飼養）
飼い主とペットが自宅に留まる在宅避難の場合は、支援物資や情報を
入手するために、必要に応じて指定避難所などに行くように呼びかける。
避難所では在宅避難者の状況を把握した上で、物資の配分や告知の方



総 

説

本
編
Ⅰ

本
編
の
位
置
づ
け

本
編
Ⅱ

飼
い
主
へ
の
普
及
啓
発

本
編
Ⅲ

自
治
体
等
が
行
う
人
と

ペ
ッ
ト
の
災
害
対
策

本
編
Ⅳ

災
害
時
の
ペ
ッ
ト
支
援

活
動
を
支
え
る
も
の

本
編
Ⅴ

参
考
事
項

資
料
編

94

本
編
Ⅲ

自
治
体
等
が
行
う
人
と

ペ
ッ
ト
の
災
害
対
策

本編Ⅲ　自治体等が行う人とペットの災害対策

法などを工夫し、避難所での対応との間に違いが生じないように配慮する。
飼い主が避難所に避難し、ペットを自宅で飼養する場合は、避難所か
ら自宅に世話をしに通う方法もある。ただし、二次災害の危険がある場
合は、この方法を避けるように注意を促す。

（車の中での飼養）
在宅避難と同様に、支援物資や情報は、必要に応じて指定避難所など
に取りに行くよう呼びかける。飼い主はエコノミークラス症候群や熱中
症に注意が必要である。ペットも熱中症になるため、ペットだけを車中
に残さない。やむを得ず残すときは、車内の温度に常に注意し、十分な
飲み水を用意しておくことなどを説明する。また長時間車から離れる場
合には、ペットを放置せずに別の安全な場所に移動する。

（その他）
避難所での飼養が困難な場合や、飼い主の事情により飼養出来ない場
合には、被災していない地域の親戚や友人などの中から一時預け先の確
保に努めるよう呼びかける。その他自治体の収容施設や動物病院、民間
団体等に一時的に預ける場合もあるが、この際は付帯条件や期間、費用
などを確認し、誓約書を取り交わすように説明する。

ペットの飼養に係る指導助言の例

熊本県（熊本地震）
熊本地震においては、避難所（益城町総合体育館・西原村）や熊本市
役所、グランメッセ熊本（益城町）にペットの健康相談コーナーを設け、
熊本県獣医師会、日本獣医師会から人員支援として派遣された獣医師、 
福岡 VMAT、宮崎大学や鹿児島大学から支援に参加した獣医師、動物看
護師などにより、ペットの健康管理に関する相談や、治療可能な動物病
院の紹介の他、支援情報の提供を行った。
相談内容は全期を通じ、消化器（ストレス性の食欲不振、嘔吐、下痢）、
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眼科、物資支援に関する相談が多く、 発災初期（4/24 ～ 4/30）では皮
膚（継続治療中の外耳炎）や行動（震える、余震の度に怖がる、飼い主
から離れない、家に入りたがらない、など）に関する相談、その後（5/1
～ 5/8）は住居相談や外傷、爪切りなどの処置に関する相談が増えた。

ペット飼養相談コーナー（熊本産業展示場グランメッセ熊本）

[ 資料提供：公益社団法人福岡県獣医師会　災害時動物救護対策委員会 ]
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避難所での対応事例
（人とペットの居住場所を区分する方法）

人とペットの居住場所を区分する方法としては、「避難所内の一角を
ペット飼育用スペースとする方法」や「避難所敷地内にプレハブなどを
設置してペット飼育用スペースとする方法」などがある。

埼玉県（東日本大震災）
 ●埼玉県加須市では、「旧騎西高校」を避難所として、福島県双葉町の
住民約 1,400 人を受入れた。
 ●動物愛護団体、動物愛護推進員、双葉町役場関係者、加須市及び埼
玉県の連携により、敷地内の弓道場を利用してペット専用の飼育施
設を設置したほか、動物愛護団体の善意により施設内にエアコンが
整備された。

新潟県（東日本大震災）
 ●新潟市西総合スポーツセンターのゲートボール場をペット用避難施
設として利用した。
 ●ペット飼育スペースを区分し、ペット用避難施設の設置、犬の係留、
ケージ内飼育、飼養環境の清掃などを飼養条件とすることで、動物
を飼養していない避難者のストレスにならないよう配慮した。

「旧騎西高校」敷地内の弓道場を利用した動物専用の飼育施設

新潟市避難所の動物用避難施設（新潟市西総合スポーツセンター）
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郡山市（東日本大震災）
 ●郡山市では、避難所敷地内にペット専用施設を建設し、人とペット
のスペースを区分することにより、ペットと一緒に生活したい飼い
主とペットを飼養していない避難者の双方に配慮した。

益城町（熊本地震）
 ●熊本地震の際にもっとも避難者数の多かった益城町総合体育館にお
いて、国と町、指定管理者、NPOが連携して、ペット専用の飼育スペー
スを整備した。
 ●施設の規模は、ペット飼育専用施設としての冷房付コンテナハウス
３棟、物品管理用コンテナハウス 1棟、ケージ 50 基、屋根付きドッ
グラン。
 ●一定期間の経過後は、他の避難所や町外の人のペットの一時預かり
も実施した。
 ●飼い主による自主管理を基本とし、NPOが運営を支援した。

避難所の動物収容施設（郡山市）

避難所のペット専用飼育スペース（益城町総合体育館）
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避難所での対応事例
（飼養者と非飼養者との空間的区分）

いわき市（東日本大震災）
 ●スペースの確保できる避難所（学校の教室など）では、ペット飼養
者と非飼養者の生活スペースを教室ごとに分ける等で区分した。

大船渡市（東日本大震災）
 ●ペットと避難者が同じ空間で生
活する体育館などの避難所で
は、非飼養者からペットの臭い、
鳴き声、被毛の洗濯物への付着
に関する苦情があった。そのた
め、避難所内に仕切り板を設置
し、飼養者と非飼養者の住み分
けをした。また、ドーム型テン
トを利用して生活スペースを空
間的に区分するなどの対応を
とった。

避難所での対応事例（車中避難）

車中避難について
 ●これまでの災害では、避難所にペットを入れられないため、自家用
車の中で人とペットが一緒に生活する事例がみられたほか、プライ
バシー確保や余震による建物崩壊の危険回避などの理由から、車中
での避難を選択する事例もみられた。

避難所の状況（大船渡市第一中学校）

犬と車中泊による避難（東日本大震災：仙台市）
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避難所での対応事例
（飼養者と非飼養者との空間的区分）

いわき市（東日本大震災）
 ●スペースの確保できる避難所（学校の教室など）では、ペット飼養
者と非飼養者の生活スペースを教室ごとに分ける等で区分した。

大船渡市（東日本大震災）
 ●ペットと避難者が同じ空間で生
活する体育館などの避難所で
は、非飼養者からペットの臭い、
鳴き声、被毛の洗濯物への付着
に関する苦情があった。そのた
め、避難所内に仕切り板を設置
し、飼養者と非飼養者の住み分
けをした。また、ドーム型テン
トを利用して生活スペースを空
間的に区分するなどの対応を
とった。

避難所での対応事例（車中避難）

車中避難について
 ●これまでの災害では、避難所にペットを入れられないため、自家用
車の中で人とペットが一緒に生活する事例がみられたほか、プライ
バシー確保や余震による建物崩壊の危険回避などの理由から、車中
での避難を選択する事例もみられた。

避難所の状況（大船渡市第一中学校）

犬と車中泊による避難（東日本大震災：仙台市）

 ●車内のように狭い空間で長
時間じっとしていると、人
が「エコノミークラス症候
群」になる危険性があると
ともに、夏の場合は、人も
ペットも「熱中症」になる
おそれがあるため、十分に
注意が必要である。

避難所での対応事例（ルール・マナー作り）

仙台市（東日本大震災）
 ●仙台市では、ペットの飼養数が多い地域で、「ペットの会」が自発的
に発足した事例がある。飼い主からしつけ教室を開催して欲しいと
の要望が有ったため、外から講師を呼び、しつけ教室を開催したの
がきっかけとなった。糞拾い運動も、始めはボランティアが実施し
ていたが、飼い主がやるべきことと気づき、飼い主も拾うようになった。
 ●仙台市では飼養者向けに避難所での飼養ルールを配布した。

避難所でのルール（仙台市）
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（３）動物由来感染症の予防
＜実施項目＞
・ 　日頃からのペットの健康管理に係る指導
・ 　避難生活でのペットの健康管理に係る指導
・ 　地方獣医師会との連携（災害時のペットの診察について）
・ 　動物由来感染症を予防するための衛生管理に係る指導

＜解説＞
ペットを飼養している飼い主は平常時からペットの健康管理に注意
し、予防接種を実施するとともにノミなどの外部寄生虫を駆除し、トリ
ミングなどをすることで健康や衛生を確保する必要がある。健康や衛生
が確保されていないペットは、感染症対策などの観点から、指定避難所
や応急仮設住宅、動物救護施設や一時預け先などでの受入れが出来ない
可能性があることも留意しておく必要がある。
また、避難時には通常時と違う環境（指定避難所、応急仮設住宅、動
物救護施設、一時預け先など）でペットが生活することを考えると、免
疫力が低下するとともに、他のペットとの接触が多くなることから、自
治体は、ペットの感染症のリスクが高まることに留意する必要があるこ
とを周知しておく必要がある。
そのため、飼い主がペットの健康状態に異常を感じた際には獣医師の
巡回診療や提携動物病院での診察がスムーズに受けられるように、自治
体と地方獣医師会との間で災害時における協定等を結んでおくことが望
ましい。また、協定等を結んでいない場合には地方獣医師会への支援要
請内容について事前に共通認識をもっておく必要がある。
ペットの感染症罹患対策と同時に、人への罹患対策も必要となる。
避難所においては、人もストレスにより免疫力が低下し、断水で手洗
いが行えず、空調も機能しない中で、温熱環境も維持できずに衛生環境
が悪化する。更にペットもストレスや恐怖により平時とは異なった反応
（攻撃行動など）を示す可能性がある。
日常生活の中では問題のない接触が、災害の発生時には平時と異なり、
咬傷やひっかき傷に繋がる可能性が高まるため、充分に注意することが
必要である。
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ペットも守ろう！防災対策
備えよう！いつもいっしょにいたいから

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2909a/pdf/06.pdf
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動物由来感染症―ハンドブック2017

（厚生労働省健康局結核感染症課作成）

 （４）一時預かり体制の整備・対応
＜実施項目＞
・ 　飼い主からの依頼に基づく一時預かり体制の整備

＜解説＞
やむを得ない事情でペットを飼養することができない飼い主から依頼
があった場合、期間を定めて一時預かりをする。一時預かり先は、動物
救護施設、動物病院、動物愛護団体及び個人ボランティア宅での預かり
など、状況に応じた体制を確保する。ペットを受け入れる際には個体識
別処理を施し、識別マニュアルなどにより確実な個体管理を行う。また
ペットを預かる場合には、預かり期間、連絡先などを文書により明確に
しておくが、その際に、飼い主と離れ、慣れない場所での長期の生活が
ペットにとっては多大なストレスとなることを理解してもらい、できる
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限り早期に引き取るよう飼い主に説明する。飼い主とはこまめに連絡を
取り、返還に向けた受入れ準備の状況や意思を確認する。さらに飼い主
と連絡が取れない場合や、飼い主が飼養できなくなる状況なども想定
し、関係団体と連携して新たな飼い主への譲渡体制も整えておく必要が
ある。

参照：「本編Ⅴ参考事項２ 動物収容施設を設置する場合の留意点等について」

飼い主への一時預かりの事例

東京都（東日本大震災）
 ●一時預かりの動物については、飼い主に対するアンケートにより、
今後どうするのかを聞き取った（回答期限を設けて実施）。
 ●なお、一時預かりを行う際に、預かり期間には限度があることを十
分に説明した。
 ●契約の更新時に、飼い主の飼養継続に係る意思確認を実施した。

熊本県（熊本地震）
 ●（一社）九州動物福祉協会が管理する熊
本地震ペット救援センター（大分県九
重町）において、ペットの長期一時預
かりを実施した。
 ●（一社）九州動物福祉協会は、同センター
での受入れ体制が整った時点で熊本地
震ペット救護本部の構成団体となり、
受入れの窓口は同本部が務めた。

一時預かりのお知らせ（熊本県・熊本市）
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 （５）ボランティアの要請と受入れ
＜実施項目＞
・ 　相談窓口による必要なボランティアの情報収集と整理
・ 　協力が必要な活動内容、人材とその人数、活動場所や期間などを整

理して募集
・ 　独自にボランティアの登録制度を設けている場合には、登録リスト

を基に登録者に協力を要請

＜解説＞
自治体や現地動物救護本部等が、避難所での支援にボランティアの協
力を求める場合は、受付窓口を設置し、それぞれの役割とその活動内容、
行動規範を明確にした上で募集し、ボランティアの配置と役割を指示す
る。なお協力の要請に当たっては、あらかじめ被災地周辺の安全確認、
人員体制、活動内容、持参物資リストなどを把握する。
動物愛護団体等の民間団体が独自にペット支援活動を行う場合も、必
ず、自治体や現地動物救護本部等に登録し、避難所運営本部の了解を得
て活動する。また、保護動物数や保護した場所を報告し、被災地外に動
物を持ち出す場合は動物数や行先などを報告するように指示する。
なお社会福祉協議会が設置するボランティア受付窓口と連携し、外部
からのボランティアの受入れに対応することが望ましい。

ボランティアの朝の連絡風景（東日本大震災：宮城県）
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一時預かりボランティアの対応事例

青森県（愛護団体に依頼した事例：東日本大震災）
 ●青森県では、県内のボランティア団体に対して説明会を開催し、ボ
ランティアの派遣を依頼した。行政があらかじめ各団体の受入れ可
能頭数を把握し、行政に保護の依頼があった場合には依頼期間など
を聞き取り、長期間の預かりに関しては預かり動物のストレス軽減
のため、各団体へ依頼した。愛護団体とは普段から協働しているため、
スムーズに連携することができた。

新潟県
（現地動物救護本部の構成団体として活動：新潟県中越地震）

 ●ボランティア団体が動物救済本部の構成団体の会員であったことか
ら、活動は円滑におこなわれた。

 （６）応急仮設住宅での飼い主支援
 １）応急仮設住宅におけるペットとの同居
避難生活の中で飼い主とペットが一緒にいられることは、被災者が普
段の暮らしを取り戻すために必要な支援の一つと考える。
しかし、応急仮設住宅での暮らしは限られた空間での共同生活であり、
ペットを飼養している人と飼養していない人との相互理解が不可欠である。
応急仮設住宅でのペットとの同居においても、避難所と同様に避難し
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た人々とペットとの距離が近くなるおそれがあり、鳴き声や臭い、衛生
害虫などの苦情が出ることが予想されるため、応急仮設住宅でペットを
飼う際のルールを徹底し、お互いの共通理解を築く必要がある。そのた
めに、応急仮設住宅の設置・管理者と現地動物救護本部等は、応急仮設
住宅でのペット飼養のルール作りや、飼い主に対する適正な飼養指導や
支援を実施する。
また応急仮設住宅の入居期間を経て自立した生活再建に繋がるよう、
自立支援を基本とし、無料での物資やサービス、獣医療などの提供は段
階的に減らし、応急仮設住宅を出た後も自らの力で継続して飼養できる
環境作りに協力する。
なお復興住宅に移行する際のペット飼養の可否については、応急仮設
住宅での飼養支援と並行して、関係自治体に働きかける必要がある。

 ２）応急仮設住宅の設置・管理者との連携によるペット
の飼養方法の決定

応急仮設住宅の設置・管理者と現地動物救護本部等は、応急仮設住宅
の状況（形態・立地場所・地域数）、ペットの同行避難者とペットの種類・
数・飼養形態など地域の状況を考慮して、応急仮設住宅におけるペット
の飼養方法を決定する。

応急仮設住宅での対応事例
（関係部署との連携）

仙台市（東日本大震災）
仙台市では、応急仮設住宅担当課との連携により、応急仮設住宅でペッ
トの飼養を希望する方の情報入手が可能となった。そのため、入居説明
会であらかじめペットの飼養について説明することが出来た。
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応急仮設住宅での対応事例
（市町村への要請文の発出）

岩手県（東日本大震災）
岩手県災害時動物救護本部は
沿岸の被災 12 市町村あてに、
ペット同行者への対応について、
応急仮設住宅での飼養を許可す
る環境を整えるように要請文を
発出した。なお震災前に岩手県
県土整備部が発行した「応急仮
設住宅入居の手引き」には避難
所でのペットの飼養についての
記載があり、基本的に飼養出来
ることが前提であったため、要
請文が出しやすかった。

応急仮設住宅での対応事例
（室内での同居）

熊本県（熊本地震）
熊本県では、応急仮設住宅でのペットの飼養を許可する環境を整える
よう、関係市町村に要請文を発出するとともに、入居後に行われる飼い
主への支援に関する説明会の実施やケージなどの必要物資の支援を行っ
た。その結果、全ての市町村の応急仮設住宅がペットの飼養を受入れた。
応急仮設住宅でのペット飼養は原則室内飼養であった。ペット飼養者
へのヒアリングでは、室内に限りがあり、ケージを置くスペースが確保
出来ないなどの課題もみられた。

応急仮設住宅での飼養状況　　
[ 写真提供：岩手県 ]



総 

説

本
編
Ⅰ

本
編
の
位
置
づ
け

本
編
Ⅱ

飼
い
主
へ
の
普
及
啓
発

本
編
Ⅲ

自
治
体
等
が
行
う
人
と

ペ
ッ
ト
の
災
害
対
策

本
編
Ⅳ

災
害
時
の
ペ
ッ
ト
支
援

活
動
を
支
え
る
も
の

本
編
Ⅴ

参
考
事
項

資
料
編

108

本
編
Ⅲ

自
治
体
等
が
行
う
人
と

ペ
ッ
ト
の
災
害
対
策

本編Ⅲ　自治体等が行う人とペットの災害対策

応急仮設住宅での対応事例
（応急仮設住宅の近隣にペット専用飼育施設を設ける方法）

応急仮設住宅の近隣にペット専用飼育施設を設ける方法は、人の居住
するスペースとペットを飼育するスペースを区分することができ、トラ
ブルが起こりにくくなる。なお、ペット専用飼育施設では、飼い主同士
が協力して管理運営し、ペットの適正な飼養と衛生管理を行うことが必
要である。

福島県獣医師会（東日本大震災）
福島県獣医師会では、民間企
業の協力により、郡山市（ビッ
クパレットふくしま）に設置さ
れた応急仮設住宅に近接して
ペット飼育用施設を設置した。

応急仮設住宅での室内飼養の様子（益城町） 猫の逸出防止用のネット（益城町）

応急仮設住宅に近接してペット飼育用施設（郡山市）
[ 写真提供：福島県獣医師会 ]
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応急仮設住宅での対応事例
（飼養者と非飼養者の空間的区分）

応急仮設住宅の入居者を割り振る際に、あらかじめ飼養者と非飼養者
で居住区域を区分する方法である。一つの居住区域内で、飼養者と非飼
養者を区分する方法もある。

福島県浪江町（東日本大震災）
浪江町では、他の住民とのトラブル防止を目的として、ペットを同居
してよい応急仮設住宅の区画を用意し、ペットの飼養者にはそのエリア
内の応急仮設住宅を案内した。（ただし設計上特別な物は無く、通常の
住宅と同様の設計となっている。）

福島県新地町（東日本大震災）
新地町では、応急仮設住宅の建設の際に、被災者がペットと同居でき
るように設計した。外にもペットブースが有る。

応急仮設住宅において飼養者と非飼養者で
居住区域を区分した例（福島県富田町）

[ 写真提供：福島県獣医師会 ]
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３）ペットの適正飼養の指導
応急仮設住宅でのペットの飼養ルールは、基本的には応急仮設住宅の
設置・管理者が、自治体や現地動物救護本部等の助言をもとに決定する
が、住民同士の話し合いで飼養方法を決める場合もある。
具体的なルール作りにあたり室内飼いのみとするか、犬の室外への係
留を認めるかについては、応急仮設住宅の立地状況、地域での飼養状況、
住民の理解などを考慮する必要がある。飼養ルールで多い事例は、「原
則として室内飼い」とする方法である。限られた空間の室内で、人とペッ
トが生活するために、室内ではケージ飼いを勧めるとよい。ただし、ケー
ジ飼いがしにくい大型犬や元々室外飼養をしていた犬については、別途、
ルールの検討や支援が必要となる場合がある。
応急仮設住宅でのペット飼養に起因した苦情やトラブルの原因には、
避難所と同様に、鳴き声、におい、毛の飛散、糞の放置などが挙げられ
る。飼い主は平常時と同様に飼い主マナーを遵守し、適正に飼養する必
要がある。
自治体は飼い主が「飼い主の会」等を立ち上げるように誘導し、飼い
主が相互に協力し、飼養スペースの衛生管理をして、ペットを適正に飼
養するよう促す。
応急仮設住宅の管理者や現地動物救護本部等はボランティアと連携し
て、飼養ルールや衛生管理の方法などを飼い主に説明する。
なお、応急仮設住宅の管理者や現地動物救護本部等は、応急仮設住宅
でのペットの飼養状況の把握に努め、ペットの適正な飼養管理や衛生管
理に問題がないかを確認する。

応急仮設住宅での対応事例
（ルール・マナー作りなど）

仙台市（東日本大震災）
仙台市では、応急仮設住宅でペットを飼養する飼い主に対して、「応
急仮設住宅におけるペット飼育ルール」を配布した。また、応急仮設住
宅でのペットの飼養状況を把握し、飼い主を支援するために、「応急仮
設住宅におけるペット飼育届け」をペット飼育者に提出してもらい、提
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出した飼い主には、各種予防接種・寄生虫予防・健康診断などの支援が
受けられる「どうぶつと家族を結ぶ手帳」を配布した。
ペットの飼養が多い応急仮設住宅ではペットの会が立ち上がり、ペッ
ト飼養者のマナーアップ講座やしつけ教室が開催された。また、飼い主
による応急仮設住宅周辺の犬の糞拾い運動を実施した応急仮設住宅もある。

岩手県（東日本大震災）
岩手県県土整備部が発行した

「応急仮設住宅入居の手引き」に
は、「ペットを飼う場合は室内飼
育を基本とし、外に出す場合は、
犬・猫ともリードを装着してく
ださい。動物好きの人、嫌いな
人が共に快適に暮らせるようご
協力をお願いします。」と記載さ
れている。

どうぶつと家族をむすぶ手帳

応急仮設住宅での飼養の様子
[ 写真提供：岩手県 ]
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応急仮設住宅での対応事例
（適正飼養の指導）

新潟県（新潟県中越沖地震）
新潟県では、応急仮設住宅でペットを飼養する住民に向けて、飼育状
況や必要な支援を把握するためのアンケート調査の実施、予防注射の無
料接種券の配布、飼養に係る注意事項を説明したチラシを配布するなど
情報収集や情報提供をした。

熊本県（熊本地震）
熊本県獣医師会では、応急仮設住宅に出向き、ペット飼養者を対象と
した適正飼養の相談会を開催した。相談会では、希望する方にペットフー
ドや迷子札、ペットシーツなどのペット用品も配布した。

応急仮設住宅での適正飼養の相談会の様子 [ 写真提供：熊本県 ]
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４）必要な物資の支援
応急仮設住宅でペットの室内飼いをするために、基本的に飼い主自身
が自己の責任で極力ペットが落ち着けるスペースを考え、必要な物資を
そろえる必要があるが、ケージなどを調達できない飼い主のために、自
治体や現地動物救護本部等は、ケージの貸し出しなどの支援を行う。

応急仮設住宅での対応事例
（ケージなどの貸し出し支援）

新潟県（新潟県中越地震）
新潟県中越大震災動物救済本部では、市町村の災害対策本部長に「応
急仮設住宅における動物飼育」に関する要請文書を送るとともに、応急
仮設住宅で動物を飼養する住民に向けて、飼養状況や必要な支援を把握
するためのアンケート調査を実施し、予防注射の無料接種券の配布、ケー
ジやサークルなどを無償で貸与した。

 ５）ボランティアの要請と受入れ
応急仮設住宅での支援にボランティアの協力を求める場合は、ボラン
ティアに関する受付窓口を設置し、それぞれの役割とその活動内容、行
動規範を明確にした上で募集し、ボランティアの配置や役割を指示する。
また活動に際しては応急仮設住宅の運営管理本部に許可を得るように説
明する。

新潟中越大震災での支援物資ケージ 応急仮設住宅での飼養の様子
[ 写真提供：NPO法人アナイス ]
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ペットの災害対策活動の終息の考え方
現地動物救護本部等の解散や動物救護施設の閉所などについては、復
旧や住民の住居環境の整備状況、保護依頼の状況や飼い主への返還・譲
渡の状況などを総合的に勘案して、その時期を判断する。

ペット対策活動の終息の例

岩手県（東日本大震災）
岩手県災害時動物救護本部は設置から 5ヶ月後の平成 23 年 8 月 21
日に廃止した。
廃止を判断した理由は以下のとおり。
① 自立の目安として位置づけられる応急仮設住宅が、全戸（13,983 戸）
完成し、入居が完了すること、また避難所も 9月上旬を目途に全
てが閉鎖される見通しであったこと。

② 復興基本計画に基づく復興対策が本格化すること
③ 現在の本部の活動状況を鑑みると、岩手県災害時動物救護本部設置
要綱に掲げる、いわゆる応急対策事業は一定の役割を終え、「被災
動物」、「家庭動物を飼養する被災者」は生活再建（復興）に向かっ
ていると考えられること

応急仮設住宅での動物訪問診療風景
[ 写真提供：岩手県獣医師会 ]
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ただし、救護本部の解散時に各動物愛護団体等が保管しているペット
については、引き続き所有者への返還、又は新しい飼い主への譲渡にむ
けた取り組みを推進することとされ、必要に応じて長期預かりボラン
ティアの紹介も行った。

宮城県（東日本大震災）
宮城県においては、震災発生から約 3ヶ月後の 6月 22 日に、既存の
動物愛護センター敷地内に新たに被災動物保護センター（2次シェル
ター）が設置された。
被災動物保護センターで預かった、飼い主のいない動物については全
て譲渡先が決まり、震災発生後 1年をもって、被災動物保護センター
を閉所した。被災動物保護センターを閉所する際には、閉所の期日を決
め、その期日に向けて、新規預かりの停止、一時預かり動物の飼い主へ
の返還、新しい飼い主への譲渡を進めてきた。

栃木県（東日本大震災）
栃木県では、平成 23 年 3 月 29 日に災害時避難動物等対策班が設置
された。構成団体は、栃木県、宇都宮市、栃木県獣医師会、日本愛玩動
物協会栃木県支所で、栃木県動物愛護指導センターが事務局を担った。
平成 24 年 4月以降、に関する新たな相談がないことから、5月 31 日
より同対策班の活動は休止している。

東京都（三宅島噴火災害）
平成 12 年 6 月 26 日の三宅島雄山の火山活動に伴い、災害対策本部
が設置された。9月 1日に東京都獣医師会は「東京都獣医師会三宅島被
災動物救護対策本部」を設置し、その後、日本動物愛護協会、日本動物
福祉協会、日本愛玩動物協会、東京都動物保護管理協会と協力し、「三
宅島噴火災害動物救援本部」を結成し、活動を開始した。一方、東京
都は三宅島噴火災害動物救護センターを平成 13 年 3月 29 日に設置し、
平成 14 年 3 月 31 日まで運営した。平成 14 年 12 月 5 日最後の 1頭が
引き取られ、全ての活動を終了した。


